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１ 在宅医療の現状 

高齢化の進展により、疾病構造が変化し、要介護認定者や認知症患者など通院による受診が困難な慢

性期患者が増加しています。 

在宅において、何らかの病気を抱えながら生活するようになる中で、「治す医療」から「治し、支え

る医療」への転換が求められており、在宅医療は、受け皿として期待されています。 

在宅医療は、高齢者になっても、病気にかかったり障がいがあっても、住み慣れた地域で自分らしい

生活を続けられるよう入院医療や外来医療、介護、福祉サービスが互いに補完しながら、患者の日常生

活を支える医療であり、地域包括ケア体制の構築には在宅医療の充実が欠かせません。 

 

（１）高齢化に伴う在宅医療等（※）のニーズの増加 

         ○ 本県の 65 歳以上の老年人口は、平成 27 年（2015 年）の 63 万 1 千人から増加しており、2020

年にはピークを迎え、64 万 8 千人に上ると見込まれています。 

○ 75 歳以上の人口は、平成 27 年（2015 年）の 33 万人から 2020 年に 35 万人に増加し、2030

年にピークを迎えると見込まれています。 

○ 在宅医療等の医療需要は、平成 25 年（2013 年）を１とした場合、2030 年から 2035 年頃に

平成 25 年（2013 年）の約 1.3 倍になった後、減少局面に入ると見込まれます。 

※ 居宅のほか特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、介護老人保健施設、そ

の他医療を受けるものが療養生活を営むことができる場であって、現在の病院・診療所以外の場所において提供

される医療を指す。 
 

【表１】将来における高齢者の人口の推計及び在宅医療等需要の変化率＜長野県＞  

（単位 人口：人、変化率：2013 年を１とした値）

 

（人口推計：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成 25 年 3 月推計）」） 

（「地域医療構想策定支援ツール」により作成） 
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（２） 介護が必要な患者への在宅医療 

○ 高齢化の進展により、介護が必要となる要介護認定者は約 84,000 人（平成 29 年２月）で年々

増加傾向にあります。 

○ 特に、介護保険の利用による「居宅サービス」の利用者が増加しており、その割合は全体の

約７割程度と高い傾向が続いています。また、近年は、身近な地域でサービスを受けられる地

域密着型サービスの増加の割合が高くなっています。 

   【表２】介護保険利用者数＜長野県＞                   （単位：千人、％） 

区 分 
平成19年４月 平成24年４月 平成29年４月 

利用者数 構成割合 利用者数 構成割合 利用者数 構成割合 

居宅サービス 54 71.9％ 66 73.0％ 71 65.1％ 

地域密着型 

サービス 
 4 5.0％  6 6.8％ 18 16.5％ 

施設サービス 17 23.1％ 18 20.2％ 20 18.4％ 

（厚生労働省「介護保険事業状況報告（月報）」） 
 

○  介護を必要とし、居宅（在宅）で療養する高齢者に対しては、医師や訪問看護師、介護支援

専門員（ケアマネジャー）、訪問介護員（ヘルパー）など医療と介護双方の関係者の間で、緊

密な連携が求められます。 

 

（３） 人工呼吸器、酸素療法等の在宅医療 

○  在宅療養患者の中には、人工呼吸器、酸素療法、中心静脈栄養、気管切開部の処置、胃ろう

の処置等の医療を必要とする者が多く、今後の老年人口の増加により、これらの医療ニーズが

高まることが予想されています。 

○  こうした在宅医療に対応することができる在宅医療機関数の医療圏別の状況は次のとおり

です。 
 

【表３】人工呼吸器、酸素療法等に対応することができる在宅医療機関数（平成29年５月現在） 

医 療 圏 佐久 上小 諏訪 上伊那 飯伊 木曽 松本 大北 長野 北信 県計 

人工呼吸器 

一 般 

診療所 
5 7 8 4 4 0 22 1 22 2 75 

病 院 9 5 3 3 6 1 10 1 14 2 54 

酸素療法 

一 般 

診療所 
37 37 33 48 48 6 120 13 83 14 439 

病 院 12 9 7 6 9 1 14 2 20 2 82 

中心静脈 

栄養 

一 般 

診療所 
9 9 10 11 16 2 39 4 20 1 121 

病 院 8 7 6 6 7 1 13 2 16 2 68 

気管切開部 

の処置 

一 般 

診療所       
15 8 8 16 18 0 49 13 41 6 174 

病 院 9 7 5 5 5 1 10 4 13 3 62 

         （医療推進課調べ「ながの医療情報ネット」） 
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（４） 多様な医療ニーズへの対応 

○  在宅療養者の医療ニーズの高まりを受け、医師や看護師等の医療従事者が行う医療行為のう

ち、たんの吸引等の行為（口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内部の喀痰吸引、胃ろう又は腸ろ

うによる経管栄養・経鼻経管栄養）については、一定の研修等を受講した介護職員が、医師の

指示の下に実施することが認められています。 

○  たんの吸引等の行為について、一定の研修を受講した居宅サービス事業所に従事する介護職

員等に「認定特定行為業務従事者認定証」を交付しています。 

 

（５） 在宅療養に対する県民意識（平成 27 年度長野県在宅医療等提供体制調査） 

○  在宅での療養が可能（自身が病気になり、医師が定期的に訪問することで在宅での治療が可

能）な場合に、在宅での療養を希望する県民の割合は 41.1％で、希望しない割合の 14.0％を

大きく上回っており、多くの県民が在宅での療養を望んでいます。 

○  一方、44.9％の県民が、「判断できない」と回答しており、在宅で療養を送ることができる

ことを知らなかったり、仮に知っていたとしてもどのような負担があるのかわからない県民が

多く、在宅での治療に関して「治療の負担の大きさ」、「家族への負担の大きさ」といった、経

済的な負担や家族の負担についての情報がほしいと回答しています。 

○  病気にかかった場合でも、情報をもとに、在宅での療養を選択するか判断することができる

よう、病気にかかる前から県民に必要な情報を提供する必要があります。 

 

２ 在宅医療の提供体制 

（１）退院支援 

ア 入院初期から退院後の生活を見据えた退院支援 

○ 在宅医療は、慢性期及び回復期患者の療養方法（場所）としての機能を期待されており、特

に、人工呼吸器を装着した患者や酸素療法が必要な患者などの医療ニーズが高い患者や、介護

保険サービスの利用が必要な患者でも、安心して在宅での療養に移行するために、入院初期か

ら退院後の生活を見据えた支援を行う退院支援職員の役割が重要です。 

○  本県における退院支援職員による退院支援・調整実施件数（年齢調整を行い全国を100とし 

た指数）は、全国平均より約２割多く、全国で13番目に高い値となっています。 

○ 一方、平成26年（2014年）現在、退院支援職員を配置している病院は61か所と全病院の約５

割、一般診療所は４か所となっており、65歳以上人口10万人当たりの退院支援職員配置医療機

関数及び退院支援職員数は平成20年（2008年）に比べ増加していますが、全国平均と比べて

依然少ない状況にあります。 
 

   【表４】退院支援職員を配置する医療機関及び退院支援職員数（65 歳以上人口 10 万人あたり）  

 Ｈ20 Ｈ26 

 全国順位  全国順位 

退院支援職員を 

配置する医療機関 

長野県 9.57か所 28位 10.57か所 31位 

全国 10.54か所 - 12.65か所 - 

退院支援職員数 
長野県 14.62人 34位 27.32人 30位 

全国 18.01人 - 32.86人 - 

（厚生労働省「医療施設調査（静態）」） 
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イ 入院と在宅の切れ目のない医療提供のための連携 

○ 退院後適切な在宅医療を切れ目なく受けられるようにするためには、入院中から退院後を見

据えてかかりつけ医や介護支援専門員（ケアマネジャー）、医療ソーシャルワーカーをはじめ

とする患者の療養を支援する関係者が連携を図ることが重要です。 

○ 入退院時における、医療機関とかかりつけ医や介護支援専門員をはじめとする患者の療養を

支援する関係者との円滑な情報共有を図るため、概ね二次医療圏ごとに「退院調整ルール」の

策定を平成27年度（2015年度）から進めてきました。 

○ 介護サービスが必要な患者の退院時の、入院医療機関と介護支援専門員との連携状況（年齢

調整を行い全国を100とした指数）は、全国平均に比べ約４割多く、全国で７番目に高い値と

なっています。 

    

   【表５】退院時の入院医療機関と介護支援専門員の連携状況（平成 26 年） 

 

（平成 26 年ＮＤＢデータ） 

 

（２）日常の療養生活の支援 

ア 在宅医療を担う関係機関 

① 病院及び診療所 

○在宅訪問診療を実施している医療機関は、平成26年（2014年）においては、一般診療所1,561

か所のうち436か所（27.9％）、病院131か所のうち61か所(46.5％) で、医療圏別の状況は【表

６】とおりです。 
 

【表６】医療保険等により在宅患者訪問診療を実施した医療機関の数（平成26年9月）及び 

訪問診療件数（平成27年）                              

医療圏 佐久 上小 諏訪 上伊那 飯伊 木曽 松本 大北 長野 北信 県計 

医療 

機関数 

診療所数 38 31 47 45 45 7 108 14 86 15 436 

病院数 10  7  6  2  6    １  10 2 16 0  61 

訪問診療件数 22,463 15,799 20,600 16,569 14,058 2,318 40,858 5,467 57,368 4,324 199,824 

  （医療機関数：厚生労働省「医療施設調査（静態）」） 

（訪問診療件数：ＮＤＢレセプトデータ） 
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○  在宅医療においては、診療報酬上の制度として創設された在宅療養支援診療所・病院の役割

が重要であり、求められる役割は次のとおりです。 

・ 在宅医療の提供及び他医療機関の支援を行うこと。 

・ 多職種が連携し、包括的、継続的な在宅医療を提供するための支援を行うこと。 

・ 在宅医療に関する人材育成を行うこと。 

・ 災害時及び災害に備えた体制構築への対応を行うこと。 

・ 在宅療養患者の家族への支援を行うこと。 

・ 在宅医療に関する地域住民への普及啓発を行うこと。 

○   在宅療養支援診療所・病院の医療圏別の整備状況や受持在宅療養患者数は、【表７】及び 

【表８】のとおりです。 

これらの在宅療養支援診療所・病院のみならず、他の一般診療所や病院においても、在宅医

療サービスを実施しています。 

【表７】在宅療養支援診療所・病院数（平成29年10月現在） 

（上段：施設数、下段：65歳以上人口10万人当たりの施設数） 

医療圏 佐久 上小 諏訪 上伊那 飯伊 木曽 松本 大北 長野 北信 県計 

在宅療養 

支援診療所 

18 19 34 25 34 3 64 7 44 6 254 

28.1  31.8  54.3  44.9  64.5  27.1  52.8  33.8  26.9  20.4  39.6  

在宅療養 

支援病院 

3 2 2 3 4 0 7 0 4 0 25 

4.7  3.3  3.2  5.4  7.6  - 5.8  -  2.4  -  3.9  

（施設数：関東信越厚生局「施設基準の届出状況」、人口数：長野県毎月人口異動調査） 

【表８】在宅療養支援診療所における受持在宅療養患者数（平成26年10月１日現在） （単位：人） 

医療圏 佐久 上小 諏訪 上伊那 飯伊 木曽 松本 大北 長野 北信 県計 

患者数 966 333 746 618 565 2 829 77 389 60 4,585 

 （「厚生労働省『医療施設（静態）』） 

 

②  訪問看護ステーション 

○ 訪問看護ステーションの医療圏別状況は【表９】のとおりです。 

【表９】訪問看護ステーション数（平成29年３月31日現在）           （単位：か所・人） 

医療圏 佐久 上小 諏訪 上伊那 飯伊 木曽 松本 大北 長野 北信 県計 

か所数 23 21 11 9 12 1 37 7 33 7 161 

看護 

職員数 
139 123 80 66 69 6 233 44 181 42 983 

（介護支援課調べ） 

○ 病院や一般診療所で介護保険による訪問看護（介護予防サービスを含む）を実施している医療

機関の医療圏別の状況は【表10】のとおりです。 
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【表10】介護保険による訪問看護（介護予防サービスを含む）を実施する病院・一般診療所数 

（平成26年10月１日現在）                        （単位：か所） 

医療圏 佐久 上小 諏訪 上伊那 飯伊 木曽 松本 大北 長野 北信 県計 

一般診療所 3 5 7 7 3 - 13 - 7 1 46 

病  院 5 1 1 1 4 1 5 1 11 1 31 

   （厚生労働省「医療施設調査（静態）」） 
 

○ 訪問看護利用件数のうち、医療保険による利用件数は年間約24,000件（平成26年医療保険に

よる訪問看護提供料算定件数）、介護保険による訪問看護利用件数が年間約116,000件です。（平

成27年度厚生労働省「介護給付費等実態調査」） 

 

③  歯科診療所 

○ 在宅医療サービスを実施している歯科医療機関は、平成26年（2014年）においては、歯科診

療所1,020か所のうち316か所（31.0％）、歯科・歯科口腔外科併設病院38か所のうち７か所

（18.4％）で、医療圏別の状況は【表11】のとおりです。 
 

【表11】在宅医療サービスを実施している歯科医療機関数と件数（平成26年９月）  

医療圏 佐久 上小 諏訪 上伊那 飯伊 木曽 松本 大北 長野 北信 県計 

歯科 

診療所 

診療所数 28 22 41 38 36  5 58      9 69 10 316 

件数 267 336 391 507 589 156 662 66 519 23 3,516 

病院 
病院数 1 1 - - - -  3 -  2 -  7 

件数 22 28 - - - - 51 - 76 - 177 

（厚生労働省「医療施設調査（静態）」） 

 

○ 在宅歯科口腔医療においては、診療報酬上の制度として創設された在宅療養支援歯科診療所が

あり、その医療圏別の整備状況は【表12】のとおりです。 
 

【表12】在宅療養支援歯科診療所数（平成29年10月現在） 

（上段：診療所数、下段：65歳以上人口10万人当たりの診療所数） 

医療圏 佐久 上小 諏訪 上伊那 飯伊 木曽 松本 大北 長野 北信 県計 

歯科 

診療所 

26 14 28 45 30 1 68 12 42 ０ 266 

40.5 23.4 44.8 80.8 56.9 9.0 56.1 58.0 25.7 ０ 41.5 

     （関東信越厚生局「施設基準の届出状況」） 

 

○ 長野県在宅歯科医療連携室では、在宅療養者の家族や介護関係者等を対象に、電話等で在宅歯

科口腔医療や口腔ケア等に関する相談を受け、必要に応じて地域の歯科診療所との橋渡しを行っ

ています。また、歯科診療所に対して、在宅歯科口腔医療用機器の貸出しを行っています。 

 

【表 13】長野県在宅歯科医療連携室における相談件数及び機器貸出件数（平成 26 年度） （単位：件） 

相談件数 68 

機器貸出件数 59 

（保健・疾病対策課調べ） 
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④ 薬局 

○  在宅療養患者の居宅に訪問し、薬剤の管理・服用に関する指導や支援を行う機能を持った、

在宅患者訪問薬剤管理指導料届出薬局は、県内の保険薬局895か所のうち862か所（96.3％）で、

医療圏別の状況は【表15】のとおりです。 

【表15】在宅患者訪問薬剤管理指導料届出薬局数（平成29年３月31日現在）     （単位：か所） 

医療圏 佐久 上小 諏訪 上伊那 飯伊 木曽 松本 大北 長野 北信 県計 

か所数 101 88 71 62 61 ７ 172 23 204 73 862 

（長野県薬剤師会調べ） 

 

○  平成29年（2017年）４月に訪問薬剤管理指導を行った件数は、医療保険と介護保険を合わせ

延べ438薬局1,439件と年々増加しており、今後さらに薬剤師の在宅医療に対応する資質の向上

や薬局の体制整備を充実させていくことが課題となっています。 
 

【表16】在宅患者訪問薬剤管理指導実施薬局数及び件数（平成29年４月） 

医療圏 佐久 上小 諏訪 上伊那 飯伊 木曽 松本 大北 長野 北信 県計 

医療保険 

薬局数 13 14 6 13 15 0 34 4 33 7 139 

件数 20 15 7 17 31 0 57 7 48 12 214 

介護保険 

薬局数 36 45 19 19 22 3 50 12 79 14 299 

件数 136 127 66 52 132 7 167 21 483 34 1,225 

計 

薬局数 49 59 25 32 37 3 84 16 112 21 438 

件数 156 142 73 69 163 7 224 28 531 46 1,439 

（長野県薬剤師会調べ） 
 

○ 在宅医療で使用される輸液製剤等を調剤するために必要な無菌調剤室のある薬局は、平成 29

年（2017 年）３月末現在、７医療圏で９か所（佐久・上小各２か所、諏訪・上伊那・飯伊・松

本・長野各１か所）整備されています。（長野県薬剤師会調べ）  

 

 

 

在宅医療における薬剤師のニーズは増加してきているものの、患者・他

職種には薬剤師の在宅医療における役割があまり知られておらず、加えて、

薬剤師自身も在宅訪問業務に踏み込めない現実があることから、長野県薬

剤師会では、薬剤師の在宅対応に必要な知識習得のための研修や他職種との

ワールドカフェ形式研修などを積み重ね、薬剤師の在宅医療参画への土台作

りに力を注いでいます。 

また、他職種と連携して、薬学的管理を必要とする在宅患者宅を一度訪

問する「薬剤師のおためし訪問」事業や、「残薬バッグ」を利用した在宅

患者の飲み残し・飲み忘れ防止等のための服薬管理事業を展開し、在宅医

療において服薬に問題を抱えている患者の支援を進めるとともに、在宅患

者の QOL 向上を目指しています。 

  

在宅医療推進に向けた長野県薬剤師会の取組 
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⑤ 訪問栄養管理・指導 

  〇 在宅療養患者が健康・栄養状態を適切に保つためには、医療機関や介護施設からの退院・退

所後の食事・栄養等に関する支援が必要であり、自宅において、食事・栄養摂取に関する指導

や支援を行う人材の育成や体制の構築が求められています。 
 

【表17】在宅患者訪問栄養食事指導を実施する医療機関（平成29年５月現在）         （単位：か所） 

医療圏 佐久 上小 諏訪 上伊那 飯伊 木曽 松本 大北 長野 北信 県計 

一般診療所 1 1 1 1 0 1 7 0 7 0 19 

病  院 2 0 1 2 4 1 5 0 7 0 22 

  （医療推進課調べ「ながの医療情報ネット」） 

 

（３）急変時の対応 

ア 往診を実施する医療機関  

○ 往診を実施している医療機関（平成26年度（2014年度））は、一般診療所1,561か所のうち477

か所（30.5％）、病院131か所のうち55か所(41.9％) で、医療圏別の状況は【表18】のとおりで

す。 

 

【表18】医療保険等による往診を実施した医療機関の数（平成26年9月）及び往診件数（平成27年） 

医療圏 佐久 上小 諏訪 上伊那 飯伊 木曽 松本 大北 長野 北信 県計 

医療 

機関数 

診療所数 37 41 40 44 55 9 119 19 91 22 477 

病院数 8 6 6 3 7 1 13 1 8 2 55 

往診件数 3,217 2,806 5,232 4,265 5,538 482 9,075 1,141 9,564 1,054 42,374 

  （医療機関数：厚生労働省「医療施設調査（静態）」） 

（往診件数：ＮＤＢレセプトデータ） 

 

イ 24時間体制の確保 

① 在宅療養支援診療所・病院 

○ 在宅療養支援診療所・病院は、単独又は他の保険医療機関の保険医との連携により、当該診療

所・病院を中心として、24時間往診が可能な体制を確保し、24時間訪問看護の提供や在宅療養

患者の緊急入院を受け入れる体制を確保している診療所や病院です。 

（在宅療養支援診療所・病院数については【表7】参照） 

 

② 訪問看護ステーション 

○ 24時間対応可能な訪問看護ステーションは、平成29年（2017年）２月１日現在、県内に 

156か所で、医療圏別の状況は【表19】のとおりです。 

 

【表19】訪問看護ステーション 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書〈緊急時訪問看護加算〉  

届出事業所数（平成29年２月１日現在）                 （単位：か所） 

医療圏 佐久 上小 諏訪 上伊那 飯伊 木曽 松本 大北 長野 北信 県計 

か所数 22 20 11 9 12 2 37 7 30 6 156 

（介護支援課調べ） 
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③ 在宅療養後方支援病院 

○ 在宅療養後方支援病院は、在宅療養患者の緊急時における後方病床の確保を目的に、診療報

酬上の制度として平成26年度（2014年度）に創設され、許可病床200床以上の病院であること、

緊急時に当該病院に入院を希望する患者の情報を在宅医療提供医療機関と３か月に１回以上交

換していることなどの要件を満たした病院が届出を行うことができ、本県では、５病院が在宅療

養後方支援病院の施設基準を満たしています。 

○ 入院や病院でしかできない診察等が必要になった場合の受入先として、在宅療養の後方支援 

体制の整備が必要です。 
 

【表20】在宅療養後方支援病院の数 （平成29年４月１日現在）          （単位：か所） 

医療圏 佐久 上小 諏訪 上伊那 飯伊 木曽 松本 大北 長野 北信 県計 

200床（※） 

以上の病院 
5 6 4 2 2 1 11 2 10 2 35 

在宅療養後方

支援病院 
1 1 - - - - 1 - 2 - 5 

※ 許可病床数 （病院数：医療推進課調べ、在宅療養後方支援病院数：関東信越厚生局「施設基準の届出状況」） 

 

（４）在宅（※）での看取り（ターミナルケアを含む） 

ア 在宅での死亡者数 

○ 人生の最期を住み慣れた自宅や老人ホームで迎えたいと望む人の割合は、43.6％となっており、

病院で最期を迎えたい人の割合（18.9％）を大きく上回っています。（平成27年度長野県在宅医療等提

供体制調査） 

○ 現状では、自宅や老人ホームで死亡した人の割合は全体の22.9％（5,741人）、病院や診療所で

死亡した人の割合は72.2％となっており、自宅や老人ホームでの死亡率は全国で５番目に高い割

合となっていますが、県民の希望と現状には大きなかい離があります。 

○ 高齢者の増加により、死亡者数は、2025年には平成27年（2015年）に比べ約２割増加するこ

とが見込まれており、在宅で看取りを行う体制をより充実させる必要があります。 

【表21】在宅と医療機関における死亡者率の推移                  （単位：％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ※死亡場所としての「在宅」は、自宅、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム及び有料老人ホ

ームのことをいう。 

  

区 分 
在 宅 

（自宅・老人ホーム） 
病 院 
診療所 

介護老人 
保健施設 

その他 

長野県 
平成 22 年 20.2％ 75.1％ 2.5％ 2.2％ 

平成 28 年 22.9％ 72.2％ 3.2％ 1.8％ 

全 国 
平成 22 年 16.1％ 80.3％ 1.3％ 2.3％ 

平成 28 年 19.9％ 75.8％ 2.3％ 2.1％ 

（厚生労働省「人口動態統計」） 
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イ 在宅看取りを実施している関係機関 

○ 在宅看取りを実施した病院は34か所、一般診療所は122か所あります。 

また、介護施設は306施設で看取りを実施しています。医療圏別の状況は【表22】のとおりです。 

 

【表22】在宅看取りを実施している病院・一般診療所（平成26年９月現在）及び 

介護施設（平成29年３月現在）の数                   （単位：か所） 

医療圏 佐久 上小 諏訪 上伊那 飯伊 木曽 松本 大北 長野 北信 県計 

病 院 6 5 4 2 3 - 7 1 5 1 34 

一 般 
診療所 

16 12 4 16 12 2 28 4 20 8 122 

介護施設 31 40 36 14 22 2 94 7 64 8 306 

（病院・一般診療所：厚生労働省「医療施設調査（静態）」、介護施設：介護支援課調べ） 

 

ウ  ターミナルケアに対応する訪問看護ステーション 

○  在宅療養患者が人生の最終段階を穏やかに過ごすためにはターミナルケアが重要です。こうし

たターミナルケアに対応する訪問看護ステーションは155か所あり、医療圏別の状況は次のとお

りです。夜間・休日を含め24時間体制で対応できる体制の確保が課題です。 

【表23】ターミナルケアに対応する訪問看護ステーション数（平成29年２月１日現在）（単位：か所） 

医療圏 佐久 上小 諏訪 上伊那 飯伊 木曽 松本 大北 長野 北信 県計 

か所数 22 20 11 9 12 2 37 7 29 6 155 

（介護支援課調べ） 

 

   エ 人生の最終段階における患者の意向を尊重した医療 

○  自身や家族の死が近い（病気が可能な限りの治療によっても回復の見込みがなく、近い将来の

死が避けられない）場合に受けたい医療や受けたくない医療について、家族と話し合ったことが

ある県民は38.3％となっています。（平成28年度県民医療意識調査） 

○  人生の最終段階において、患者の意向を尊重した医療や介護を提供するためには、医師等の医

療従事者から適切な情報の提供と説明がなされ、それに基づいて患者や家族と医療従事者が、受

けたい治療や受けたくない治療、最期を迎えたい場所といった、治療の選択やケア全体の目標を

話し合うことが重要です。 

○  在宅療養患者が人生の最終段階において受けたい治療や受けたくない治療、最期を迎えたい場

所などの意向について、家族や医療従事者と考え、話し合う機会が増えるよう、医療・介護関係

者や県民に対し普及啓発をしていくことが必要です。 
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１ 目指すべき方向 

医師、歯科医師、薬剤師、訪問看護師、介護支援専門員（ケアマネジャー）、歯科衛生士、理学療法

士、管理栄養士、医療ソーシャルワーカー等が、多職種の専門性を尊重したチーム医療を展開し、必要

な医療・介護・生活支援等の各サービスが切れ目なく提供されることにより、「治し、支える医療」を

推進し、患者が可能な限り住み慣れた生活の場において、安心して自分らしい生活を実現できる社会を

目指します。 

 

（１）円滑な在宅療養移行に向けた退院支援が可能な体制 

入院医療機関と在宅療養を支援する関係機関との間で情報共有などの連携を図り、両者の協働に

よる退院支援の実施及び切れ目のない継続的な医療体制の確保を目指します。 

 

（２）日常の療養支援が可能な体制 

在宅療養支援診療所など在宅医療を担う医療機関等の体制整備や人材育成、在宅医療に関わる多

職種がチームとして在宅療養患者及びその家族を継続的かつ包括的に支援する体制の確保を目指し

ます。 

 

（３）急変時の対応が可能な体制 

安心して在宅療養が送れるよう、患者の病状急変時に、在宅医療を担う関係機関が 24時間サポー

トを行う体制を整備するとともに、在宅療養支援病院や有床診療所、在宅療養後方支援病院、二次

救急医療機関など入院機能を有する医療機関が患者を円滑に受け入れることができる体制の確保を

目指します。 

 

（４）人生の最終段階における患者の意向を尊重した看取りが可能な体制 

住み慣れた生活の場など、患者が望む場所で看取りを行うことができるよう、患者や家族に対し

て看取りに関する適切な情報提供を行うとともに、ターミナルケアを含む看取りを 24時間体制で実

施する医療機関や訪問看護ステーションの充実等、体制の確保を目指します。 

 

２ 在宅医療の提供体制 

目指すべき在宅医療の提供体制は、次のページに示す図のとおりです。 

可能な限り、住み慣れた生活の場で療養生活が送れるよう、入院患者への退院支援から退院後の日

常療養支援、在宅療養患者の症状が急変した時の対応、患者の意向を尊重した看取りまで、医療

機関、訪問看護ステーション、地域包括支援センター等、医療従事者と介護従事者が連携して、

患者や家族を支援していく体制を目指します。 

  

第２ 目指すべき方向と医療連携体制 
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在宅医療の提供体制 

 

 

○入院医療機関と在宅に係る関係機関の円滑な連携による退院支
援の実施

【入院医療機関】
・病院 ・有床診療所

【在宅医療の受け皿となる関係機関】
・病院 ・診療所 ・薬局 ・訪問看護ステーション
・居宅介護支援事業所 ・地域包括支援センター
・基幹相談支援センター ・相談支援事業所

退院支援

○多職種協働による患者・家族の生活の視点に立った医療の提供
○地域における在宅医療に対する姿勢や原則の共有
○患者の疾患、重症度に応じた医療（緩和ケアを含む。）の提供
○介護する家族の支援
○病状急変時に在宅医療を担う関係機関が24時間サポートを行う体制の確立

【在宅医療に係る機関】

・病院 ・診療所 ・薬局 ・訪問看護ステーション ・居宅介護支援事業所
・地域包括支援センター ・介護老人保健施設 ・短期入所サービス提供施設
・基幹相談支援センター ・相談支援事業所

日常の療養支援

○住み慣れた生活の場における患者の意向を尊重した看取りの実施

【在宅医療に係る機関】
・病院 ・診療所 ・薬局 ・訪問看護ステーション ・居宅介護支援事業所

・地域包括支援センター ・基幹相談支援センター ・相談支援事業所

【入院医療機関】
・病院 ・有床診療所

在宅看取り

○在宅療養中の患者の後方ベッドの確保
○在宅医療に係る機関と入院機能を有する医療機関と
の円滑な連携による診療体制の確保

【在宅医療に係る機関】
・病院 ・診療所 ・薬局 ・訪問看護ステーション

【入院医療機関】
・在宅療養支援病院 ・有床診療所
・在宅療養後方支援病院 ・二次救急医療機関

連携

急変時の対応

連携

連携

連携

自宅、老人ホーム、介護施設 等

病 院

入院が必要な場合

退院する場合

※病院・診療所には、歯科を標榜するものを含む。 



 

292 

 

３ 在宅医療における圏域の連携体制 

○ 医療資源の整備状況や医療と介護との連携のあり方は、地域によって大きく異なります。地域の

実情に応じた切れ目のない在宅医療・介護提供体制の構築が図られるよう、原則として市町村を在宅

医療の単位とし、隣接する市町村相互に連携することが必要です。 

○ また、地域の在宅医療については、医療及び介護資源等の実情に応じ、患者が日常生活を営む地

域（日常生活圏域（概ね中学校区））を単位として、地域包括支援センター、病院、診療所、郡市医

師会等関係団体等を中心に連携体制を構築することが必要です。 

 

 
 

 団塊の世代が 75 歳以上となる 2025 年には、高齢者のニーズの多様化と更なる増大、単身世帯の増

加、認知症高齢者の増加が想定され、現在の医療・介護サービスの提供体制のままでは十分対応でき

ないと見込まれています。  

 本県は、男女ともに平均寿命が全国上位であり、高齢者の就業率が高いなど、健康長寿県ではある

ものの、2025 年には 75 歳以上の割合が人口の２割を超え、介護需要がピークに入っていくことが予

想されています。 

 こうした社会を見据え、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、医療・

介護・生活支援等の各サービスが切れ目なく提供される地域包括ケア体制を県内すべての日常生活圏

域において構築していくことが求められています。 

 地域包括ケア体制構築に向けた具体的な取組については、第７期長野県高齢者プラン（計画期間：

2018～2020 年度）に記載しています。 

 

  

地域包括ケア体制 

 

○ 長野県が目指す地域包括ケア体制 

できるだけ長く健康で、介護
が必要になっても住み慣れ
た地域で暮らし続けられるよ
う、地域の主体の力をあわ
せるコーディネートをしてい
ます。

自宅・サ高住
小規模特養等

シルバー人材など
職業あっせん施設

スポーツジム・
体操教室 等

趣味・サークル、公民館活動

つながり・支え合い

【住まい】

急変時における
病院等での受入体制

・確実な受入れ

・早期の地域・家庭復帰

特養・老健・
介護医療院等

宅幼老所 グループホーム

デイサービス

ショートスティ

外部サービス拠点による
24時間対応看護・介護
・ヘルパーステーション
・24時間オペレーター

地域での暮らしを
支える介護基盤

【在宅系サービス】
【施設・居住系サービス】
【介護予防サービス】

【包括的ケアマネジメント】
・総合相談 ・権利擁護
・介護予防ケアマネジメント

【地域ケア会議】
・地域資源のネットワーク化
・地域課題の把握→政策化

ケア体制の中核を担う地域包括支援センター

元気  フレイル・要支援  要介護

出番と居場所が
あり、生きがいを
感じています。

保健師

在宅療養支援病院・診療所
有床診療所
地域包括ケア病棟を有する病院

共生型サービス
（介護保険サービス＋
障がい福祉サービス

事業所）

かかりつけ医

看護師

在宅ケアに対応
できる医療体制

小規模多機能型居宅介護

【日常的な医療の確保】
・かかりつけ医、歯科医師、
認知症サポート医

介護福祉士等介護職員

医療・介護連携
・24時間対応体制
・在宅での医療・介護

介護が必要になって
も安心して生活して
います。

入退院時の
情報連携

診療所・薬局
歯科診療所

薬剤師

歯科医師
歯科衛生士

作業療法士
理学療法士等

訪問看護
ステーション

看護小規模多機能型居宅介護

【生活支援】
【見守り・交流】

地域住民、老人クラブ、
自治会、ボランティア団体、
社協、民生委員 等

商店街の宅配、
移動販売等

サロン・カフェ 通いの場

宅幼老所

地域で子どもたちの成
長や障がい者の暮らし
もサポートします。

顔の見える関係の中で
様々な生活支援サービス
が提供されています

【社会参加】【健康づくり】
【フレイル予防・介護予防】

健康長寿・生涯現役

在宅医療に対応。
急性期は、円滑に専
門医に紹介していま
す。

社会福祉士

主任介護支援専門員

生活支援コーディネーター

協議体→資源開発

本人・家族
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１ 円滑な在宅療養移行に向けた退院支援が可能な体制づくり 

○ 退院時における患者情報共有の仕組みづくり、チーム医療を展開するための研修会の開催等、多職

種で在宅医療の提供を図るための取組を支援します。 

○ 退院後適切な在宅医療を切れ目なく受けられるよう、入院医療機関とかかりつけ医や介護支援専門

員（ケアマネジャー）をはじめとする患者の療養を支援する関係者との間で円滑に患者の情報が共有

される地域の実情に応じた退院調整ルールの適切な運用を促進します。 

○ 地域ごとに、脳卒中や心血管疾患などの患者で急性期・回復期の医療を終えた患者や、がんの緩和

ケア等の医療サービスを在宅で受けることを希望する患者が、適切な診療計画の下、円滑に在宅医療

へ移行できるよう、地域連携クリティカルパスの利用を促進します。 

○ 市町村、医療・介護関係機関等と連携し、在宅医療における経済的な負担や体力的な負担等、県民

が必要としている情報を発信します。 

○ 県民が在宅医療を主体的に選択できるよう、県がホームページに開設している「ながの医療情報ネ

ット」などを通じ、在宅医療に関わる医療資源等の情報を提供します。 

 

２ 日常の療養支援が可能な体制の整備 

○ 在宅療養患者が住み慣れた生活の場において安心して生活ができるよう、在宅医療に関わる関係機

関（病院、一般診療所、歯科診療所、薬局、訪問看護ステーション、地域包括支援センター等）が相

互に情報共有と連携を図り、在宅療養患者とその家族をサポートする多職種（医師、歯科医師、薬剤

師、訪問看護師、介護支援専門員（ケアマネジャー）、歯科衛生士、理学療法士、管理栄養士、医療

ソーシャルワーカー等）による在宅チーム医療体制の構築を促進するとともに、在宅医療を担う人材

の育成を行います。 

○ 医療と介護に従事する関係者の移動や情報共有に係る負担を軽減し、在宅医療を効率的に行うこと

ができるよう、ＩＣＴを用いた患者情報の共有や診療体制の整備を支援します。 

○ 在宅における薬剤使用が適正に行われるよう、薬剤師による患者、家族及び関係職種間の薬剤情報

の共有化、服薬状況の確認、服薬支援の実施など、在宅医療における薬の管理体制の整備の促進に努

めるとともに、すべての薬局が在宅患者への薬学的管理・服薬指導などの機能を果たす「かかりつけ

薬剤師・薬局」になるよう取り組みます。 

○ 在宅療養患者が必要とする無菌製剤を調剤する無菌調剤設備を有する薬局など必要な体制の整備や、

在宅での薬剤の使用と連動する医療材料・衛生材料の供給に薬局が積極的に関与する体制の整備を促

進します。 

○ 訪問看護ステーションの体制を充実するため、訪問看護師の確保、研修を受講しやすい環境づくり、

訪問看護事業所の運営に関する体制強化への支援等に取り組みます。 

第３ 施策の展開 
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○ 身近な地域で適切な在宅歯科医療が受けられるよう、各地域における在宅を担う歯科診療所や相談

体制の整備を促進します。 

○ 在宅歯科医療や摂食嚥下機能、専門的口腔ケア等について、多職種で取り組むことができるよう、

医療・介護関係者等との連携強化の取組を促進します。 

 

３ 急変時の対応が可能な体制の構築 

○ 施設や在宅で療養する患者の急変時に患者の意向を尊重した医療が行われるよう、往診や訪問看護

を 24時間体制で実施する医療機関や訪問看護ステーションに従事する人材の育成や体制の整備を促

進するとともに、患者情報の共有等により、医師や訪問看護師、介護施設事業者、救急搬送を実施す

る消防機関等との連携体制の構築に取り組みます。 

 

４ 人生の最終段階における患者の意向を尊重した看取りが可能な体制づくり 

○ 人生の最終段階において、住み慣れた生活の場で最期を迎えることを望む患者の意向を尊重できる

よう、県民に対し看取りや事前指示書に関する普及啓発を行い、在宅看取りへの理解を促進します。 

○ 人生の最終段階における医療や高齢者の在宅看取りを実施する医療機関や訪問看護ステーション等

に従事する人材の育成や体制の整備及び連携体制の構築を促進します。 

 

 

 
 
 

病気にかかり、可能な限りの治療によっても回復の見込みがなく、人生の最期が間近に迫る状態

になった時、多くの方が住み慣れた自宅で最期を迎えることを望みます。 

長野県の調査では、県民の約４割が自宅で人生の最期を迎えたいと答えており、病院や診療所な

ど入院医療機関と答えた人の割合を大きく上回っています。 

しかしながら、患者本人が自宅で最期を迎えることを望んでいても、実際に人生の最期が近づい

てきたときに、家族が「苦しそうにしているのを見ていられない」「このままでは死んでしまう」と

いう恐怖や不安に耐えることができず、救急車を呼んでしまい、自宅で最期を迎えるという本人の希

望が叶わないケースもあります。 

患者の希望を尊重し、本人らしい最期を迎えることができるよう、多くの医療機関や訪問看護ス

テーションで、身体的苦痛や精神的苦痛を取り除くターミナルケアや自宅での看取りを実施していま

す。 

 患者の希望を尊重し、住み慣れた自宅で穏やかに最期を迎えることができるよう、患者が家族や

医師、訪問看護師などの医療関係者と人生の最期を迎えたい場所や家族が不安になった場合の連絡先

等について話し合い、信頼関係を築くことが大切です。 

  

人生の最終段階における患者の意思を尊重した看取りに向けて 
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＾ 

 

１ 円滑な在宅療養移行に向けた退院支援が可能な体制 

区

分 
指 標 

現状 

（2017） 

目標 

（2020） 
目標数値の考え方 

備考 

（出典等） 

Ｓ 

退院支援職員を配置し、退院支

援を実施している診療所・病院

数 

65 か所 

（2014） 

71 か所 

以上 

地域医療構想の在

宅医療等必要量の

伸び率に相当する

医療機関数を目指

す。 

厚生労働省 

「医療施設

調査」 

Ｐ 
医療機関が入院患者に対し、退

院支援・調整を実施した件数 

27,151 件 

（2015） 

28,508 件 

以上 

（2018） 

地域医療構想の在宅

医療等必要量の伸び

率に相当する件数を

目指す。 

NDB レセプ

トデータ 

 

２ 日常の療養支援が可能な体制 

区

分 
指 標 

現状 

（2017） 

目標 

（2020） 
目標数値の考え方 

備考 

（出典等） 

Ｐ 訪問診療を実施した件数 
199,824 件 

（2015） 

209,415 件 

以上 

（2018） 

地域医療構想の訪

問診療必要量の伸

び率に相当する件

数を目指す。 

NDB レセプト

データ 

Ｓ 
訪問看護ステーション看護師

数 

983 人 

（2016） 

1,104 人 

以上 

2012 年から 2016

年までの事業所数

の平均増加率

（6.8％/年）により

2020 年までに増加

する事業所に対応

する看護師数（増加

する事業所数あた

り 2.5 人）に相当す

る程度の増加を目

指す。 

介護支援課調

べ 

Ｓ 在宅療養支援歯科診療所数 266 か所 
279 か所 

以上 

地域医療構想の在

宅医療等必要量の

伸び率に相当する

歯科診療所数を目

指す。 

関東信越厚生

局「診療報酬

施設基準の届

出受理状況」 

Ｓ 
無菌調剤室を設置した薬局の

ある医療圏数 

７医療圏 

(2016) 

８医療圏 

以上 

現状の水準以上を

目指す。 

長野県薬剤師

会調査 

Ｐ 訪問薬剤管理指導実施薬局数 438 か所 
459 か所 

以上 

地域医療構想の在

宅医療等必要量の

伸び率に相当する

薬局数を目指す。 

長野県薬剤師

会調査 

第４ 数値目標 
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３ 急変時の対応が可能な体制 

区

分 
指 標 

現状 

（2017） 

目標 

（2020） 
目標数値の考え方 

備考 

（出典等） 

Ｐ 往診を実施した件数 
42,374 件 

（2015） 

44,153 件 

以上 

（2018） 

地域医療構想の在

宅医療等必要量の

伸び率に相当する

件数を目指す。 

NDB レセプト

データ 

Ｓ 在宅療養支援診療所・病院数 

一般診療所 

254 か所 

病院 

25 か所 

一般診療所 

266 か所以上 

病院 

26 か所以上 

地域医療構想の在

宅医療等必要量の

伸び率に相当する

医療機関数を目指

す。 

関東信越厚生

局「診療報酬

施設基準の届

出受理状況」 

Ｓ 
24 時間体制を取っている訪問

看護ステーションの看護師数 
957 人 

1,074 人 

以上 

24 時間体制で訪問

看護を行っている

現在の看護師数の

割合（97.36％）を

目指す。 

介護支援課調

べ 

 

４ 人生の最終段階における患者の意向を尊重した看取りが可能な体制 

区

分 
指 標 

現状 

（2017） 

目標 

（2020） 
目標数値の考え方 

備考 

（出典等） 

Ｐ 

在宅で看取られる人の数 

（65 歳以上人口 10 万人あた

り） 

903.4 人 

（2014） 

903.4 人 

以上 

現状の水準以上を 

目指す。 

厚生労働省

「医療施設調

査」 

Ｏ 

在宅での看取り（死亡）の割合

（自宅及び老人ホームでの死

亡） 

全国５位

（22.9％） 

（2016） 

全国トップ 

クラスを維持 

今後増加すること

が見込まれる死亡

者について、可能な

限り在宅での看取

りを行えるように

する。 

厚生労働省 

「人口動態統

計」 

 

注）「区分」欄 Ｓ（ストラクチャー指標）：医療サービスを提供する物的・人的資源及び組織体制等を測る指標 

Ｐ（プロセス指標）：実際にサービスを提供する主体の活動や、他機関との連携体制を測る指標 

Ｏ（アウトカム指標）：医療サービスの結果として住民の健康状態や患者の状態を測る指標 

 
 
 
 
 
長野県高齢者プラン、長野県障がい者プラン 

第５ 関連する個別計画 

 


